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１ 

 

４年市長提出第４８号議案  

瀬戸市職員の育児休業に関する条例の一部改正について  

瀬戸市職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。  

令和４年８月３０日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市職員の育児休業に関する条例（平成４年瀬戸市条例第４号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 非常勤職員であって、次のいずれかに該当

するもの以外の非常勤職員 

⑶ 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の

非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） その養育する子（育休業法第２条第 

１項に規定する子をいう。以下同じ。） 

が１歳６か月に達する日（以下「１歳６ 

か月到達日」という。）（当該子の出生 

の日から第３条の２に規定する期間内に 

育児休業をしようとする場合にあっては 

当該期間の末日から６月を経過する日、 

第２条の４の規定に該当する場合にあっ 

ては当該子が２歳に達する日）までに、 

その任期（任期が更新される場合にあっ 

ては、更新後のもの）が満了すること及 

（ア） その養育する子（育児休業法第２条第 

１項に規定する子をいう。以下同じ。） 

が１歳６か月に達する日（以下「１歳６ 

か月到達日」という。）（第２条の４の 

規定に該当する場合にあっては、２歳に 

達する日）までに、その任期（任期が更 

新される場合にあっては、更新後のもの 

）が満了すること及び引き続いて任命権 

者を同じくする職（以下「特定職」とい 

う。）に採用されないことが明らかでな 

い非常勤職員 



 

２ 

 

び引き続いて任命権者を同じくする職（ 

以下「特定職」という。）に採用されな 

いことが明らかでない非常勤職員 

 

（イ） ＜省略＞ （イ） ＜省略＞ 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

る非常勤職員（その養育する子が１歳に達

する日（以下、この号及び同条において「

１歳到達日」という。）（当該子について

当該非常勤職員がする育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日）

において育児休業をしている非常勤職員に

限る。） 

（ア） その養育する子が１歳に達する日（以

下「１歳到達日」という。）（当該子に

ついて当該非常勤職員が第２条の３第２

号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日。以下（ア）において同じ。）

において育児休業をしている非常勤職員

であって、同条第３号に掲げる場合に該

当して当該子の１歳到達日の翌日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとするもの 

 

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている場合であっ

て、当該任期を更新され、又は当該任期

の満了後引き続いて特定職に採用される

ことに伴い、当該育児休業に係る子につ

いて、当該更新前の任期の末日の翌日又

は当該採用の日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとするもの 

 

 ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員であ



 

３ 

 

って、当該育児休業に係る子について、当

該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されることに伴い

、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定 

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ

、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定 

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ

、当該各号に定める日とする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子を養

育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいず

れにも該当する場合（当該子についてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしている

場合であって第３条第７号に掲げる事情に該

当するときはイ及びウに掲げる場合に該当す

る場合、市長が定める特別の事情がある場合

にあってはウに掲げる場合に該当する場合）  

 当該子の１歳６か月到達日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ １歳から１歳６か月に達するまでの子を養

育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達

日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しく

はこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当してその

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次に掲

げる場合のいずれにも該当するとき 当該子

の１歳６か月到達日 



 

４ 

 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（

当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当

してする育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相

当する場合に該当してする地方等育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日と

された日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれか

の日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲

げる場合又はこれに相当する場合に該当し

て地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた

日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた

日）において育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又は

これに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日）において地方等育児休

業をしている場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をして

いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当

該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）において地方等育児

休業をしている場合 

ウ ＜省略＞ イ ＜省略＞ 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた

 



 

５ 

 

日）後の期間においてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合 

 ） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合 

 ） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合は、１歳６か月から２歳に達するまで

の子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合（当該子につ

いてこの条の規定に該当して育児休業をしてい

る場合であって次条第７号に掲げる事情に該当

するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該

当する場合、市長が定める特別の事情がある場

合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合

）とする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合は、１歳６か月から２歳に達するまで

の子の養育をするため、非常勤職員が当該子の

１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月

到達日後の期間においてこの条の規定に該当し

てその任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている非常勤職員であって、当

該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあっては、当

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとする場合であって、次の各号のいず

れにも該当するときとする。 

⑴ 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達

日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条

の規定に該当し、又はこれに相当する場合に

該当して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

 

⑵ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑶ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

⑷ 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳６か月到達日後の期間においてこの条

の規定に該当して育児休業をしたことがない

場合 

 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規 

則で定める期間を基準として条例で定める期間） 

 第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の

人事院規則で定める期間を基準として条例で定



 

６ 

 

める期間は、５７日間とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定 

める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定 

める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする

。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする

。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

 ⑸ 育児休業（この号の規定に該当したことに

より当該育児休業に係る子について既にした

ものを除く。）の終了後、３月以上の期間を

経過したこと（当該育児休業をした職員が、

当該育児休業の承認の請求の際育児休業によ

り当該子を養育するための計画について育児

休業等計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。）。 

⑸ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 

⑺ 任期を定めて採用された職員であって、当

該任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしているものが、当該任期を更新

され、又は当該任期の満了後引き続いて特定

職に採用されることに伴い、当該育児休業に

係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

⑻ その任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員が、当該

育児休業に係る子について、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に特定職に引き

続き採用されることに伴い、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようと

すること。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則

で定める期間を基準として条例で定める期間） 

 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人

事院規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間は、５７日間とする。 

 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情） 

第８条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条第８条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条



 

７ 

 

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

⑹ 育児短時間勤務（この号の規定に該当した

ことにより当該育児短時間勤務に係る子につ

いて既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を

養育するための計画について育児短時間勤務

計画書により任命権者に申し出た場合に限る  

。）。 

⑹ 育児短時間勤務（この号の規定に該当した

ことにより当該育児短時間勤務に係る子につ

いて既にしたものを除く。）の終了後、３月

以上の期間を経過したこと（当該育児短時間

勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を

養育するための計画について育児休業等計画  

書により任命権者に申し出た場合に限る。）  

。 

⑺ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこ

の条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第８条

（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例

による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、人事院規則１９－０（職員の育児休業等）の一

部を改正する人事院規則の内容を考慮し、育児休業の取得要件を緩和する

等に当たり、瀬戸市職員の育児休業に関する条例中所要の事項を改正する

ため必要があるからである。  
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４年市長提出第４９号議案  

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について  

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。  

令和４年８月３０日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５１年瀬戸市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の

申請） 

（多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付

の申請） 

第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑登

録者は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人

番号カードを使用して、多機能端末機（市の電

子計算組織と電気通信回線で接続された端末機

であって、証明書の自動交付を行う機能を有す

るものをいう。）に暗証番号を入力することに

より、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交

付を受けることができる。 

第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑登

録者は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人

番号カードを使用して、多機能端末機（市の電

子計算組織と電気通信回線で接続された民間事

業者が設置する端末であって、証明書の自動交

付を行う機能を有するものをいう。）又は自動

交付機に暗証番号を入力することにより、印鑑

登録証明書の交付を申請し、その交付を受ける

ことができる。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 



 

９ 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、市庁舎において多機能端末機による印鑑登録証

明書の交付を開始する等に当たり、瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条

例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  
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４年市長提出第５０号議案  

瀬戸市消防団条例の一部改正について  

瀬戸市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和４年８月３０日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市消防団条例の一部を改正する条例  

瀬戸市消防団条例（昭和４２年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（報酬） （報酬） 

第１４条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支

給する。 

第１４条 団員には、別表第１に定める報酬を支

給する。 

２ 前項の規定による報酬の額は、年額報酬につ

いては別表第１に、出動報酬については別表第

２に定めるとおりとする。 

  

３ 第１項の規定による報酬の支給方法について 

は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費 

用弁償に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第 

２号）の適用を受ける特別職の職員の例による 

。 

２ 前項の報酬の支給方法については、特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３６年瀬戸市条例第２号）の適用

を受ける特別職の職員の例による。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１５条  第１５条 団員が職務に従事するときは、別表第

２に定める範囲内において、費用を弁償する。 

団員が公務のため旅行したときは、その旅行

について、費用の弁償として旅費を支給する。 

２ 団員が公務のため旅行したときは、その旅行

について、費用の弁償として旅費を支給する。 

２ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

別表第２（第１４条関係） 別表第２（第１５条関係） 



１１ 

 

区分 出動報酬の額 

 

 

水火災その他の災害の現

場に出動した場合 

円 

４時間までごとに 

４，０００ 

警戒、訓練若しくは予防

広報又は出初式若しくは

観閲式のため出動した場

合 

１回につき 

２，５００ 

 

区分 費用弁償の額 

（１回につき） 

 

水火災その他の災害の現

場に出動した場合 

円 

 

２，７００ 

警戒、訓練若しくは予防

広報又は出初式若しくは

観閲式のため出動した場

合 

 

１，８００ 

 

  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市消防団条例第１４条及び別表第２の規

定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた瀬戸市消防団

条例第１４条に規定する出動報酬（以下「出動報酬」という。）につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた出動報酬については、なお

従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、消防団員の報酬等の基準の策定等について（令

和３年４月１３日付け消防地第１７１号消防庁長官通知）の内容を考慮し、

消防団員の費用弁償の一部を報酬に改め、及びその額を改定するに当たり、

瀬戸市消防団条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  

 



 

１２ 

 

４年市長提出第５１号議案  

瀬戸市子どもの権利条例の制定について  

瀬戸市子どもの権利条例を次のように定めるものとする。  

令和４年８月３０日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市子どもの権利条例  

目次 

 前文 

 第１章  総則（第１条・第２条）  

 第２章  子どもの権利（第３条―第６条）  

 第３章  子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務（第７条―第１

０条）  

 第４章  子どもの権利を保障する支援（第１１条―第１６条）  

 第５章  子どもの権利侵害からの救済及び回復（第１７条―第２０条）  

 第６章  雑則（第２１条） 

 附則 

子どもは、生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、自ら

の力で未来を切り開く主体です。子どもは、大人と同じように、一人の人

間として様々な権利を有しています。国際連合は、子どもの基本的人権を

保障するための「児童の権利に関する条約」を１９８９年（平成元年）に

採択し、１９９０年（平成２年）に国際条約として発効しました。わが国

は、この条約を平成６年に批准しています。  

しかしながら、現状では幸せな環境で夢を持って日々暮らしている子ど

もがいる反面、差別や虐待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられ

ること等に悩み苦しむ子どもたちがおり、子どもの権利が守られていると
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は言い難い状況にあります。  

本市は、子どもの最善の利益が優先して考慮されることを基本理念とし

た瀬戸市子ども総合計画に基づき、子どもの健やかな育ちをまちぐるみで

総合的かつ計画的に推進するに当たり、その基盤として子どもの権利を守

り、子どもの権利が保障される環境（子どもにやさしいまち）を整えるこ

とが重要となります。  

このことから、本市は子どもの権利を保障することを目的にこの条例を

制定します。 

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は、子どもの権利並びに市、保護者、学校等関係者及び

地域住民等の責務を明らかにするとともに、子どもの権利を保障するた

めの支援、子どもの権利侵害からの救済及び回復のための施策の基本と

なる事項等を定めることにより、子どもの権利を保障することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 子ども 市内に在住し、在学し、又は在勤する１８歳未満の者その

他これらの者と等しく権利を認めることがふさわしい者をいう。  

⑵ 保護者 親又は親に代わって子どもを養育する立場の者をいう。  

⑶ 学校等関係者  学校、保育所、児童養護施設その他子どもが学び、  

又は育つことを目的として通学し、通園し、通所し、又は入所する施  

設の関係者をいう。  

⑷ 地域住民等 地域の住民、地域で活動を行う団体、地域の事業者等
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をいう。  

⑸ 保護者等  保護者、学校等関係者及び地域住民等をいう。  

⑹ 関係機関  他の地方公共団体、警察、医療機関等をいう。  

⑺ 虐待等 虐待、いじめ、体罰等をいう。 

第２章 子どもの権利  

（安全に安心して生きる権利）  

第３条 子どもは、安全に安心して生きるため、次に掲げる権利が守られ

なければならない。  

⑴ 命が守られること。  

⑵ 愛情をもって大切に育てられること。  

⑶ 健康な生活ができ、適切な医療を受けられること。  

⑷ 虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から守られること。  

⑸ あらゆる差別を受けないこと。  

⑹ プライバシーが守られること。  

 （自分らしく生きる権利）  

第４条 子どもは、自分らしく生きるため、次に掲げる権利が守られなけ

ればならない。  

⑴ 自分の存在を認められ、尊重されること。  

⑵ 自分で自分のことを決めること。  

⑶ 自分の目標に向かって挑戦すること。  

 （主体的に参加する権利） 

第５条 子どもは、自分に関わることに主体的に参加するため、次に掲げ

る権利が守られなければならない。  

⑴ 意見を表明する機会が与えられること。  

⑵ 自分の意見が尊重されること。  
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⑶ 意見を表明するため、必要な情報の提供その他支援を受けられるこ

と。 

（のびのびと豊かに育つ権利）  

第６条 子どもは、のびのびと豊かに育つため、次に掲げる権利が守られ

なければならない。 

⑴ 遊ぶこと。  

⑵ 学ぶこと。  

⑶ 食べること。  

⑷ 心及び体を休めること。  

⑸ 文化、芸術、スポーツ、社会体験等の豊かな自己を育む経験ができ

ること。  

第３章 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務  

（市の責務）  

第７条 市は、国、他の地方公共団体と連携するとともに、あらゆる施策

を通じて、子どもの権利を保障するよう努めなければならない。  

２ 市は、子どもの権利を保障するため、保護者等と連携及び協働し、必

要な施策を実施しなければならない。  

（保護者の責務）  

第８条 保護者は、子どもの養育及び成長について責任があることを自覚

し、ふれあいの機会を大切にして、子どもが健やかに育つよう努めるも

のとする。  

（学校等関係者の責務）  

第９条 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主

体的に学び、及び育つことができるよう、必要な支援に努めるものとす

る。 
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２ 学校等関係者は、虐待及び体罰から子どもを守るため、その解決に向

け、市及び関係機関と連携していくよう努めるものとする。 

３ 学校等関係者は、いじめの発見及び防止に努め、市及び関係機関と連

携し、いじめのない社会の実現に努めるものとする。 

（地域住民等の役割）  

第１０条  地域住民等は、子どもを共に暮らす地域社会の一員として認め、

子どもが地域で健やかに育つよう支援に努めるものとする。  

２ 地域住民等は、虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、

安全で安心な地域づくりに努めるものとする。  

第４章 子どもの権利を保障する支援  

（子どもに関する施策の推進）  

第１１条  市は、瀬戸市子ども総合計画で策定した施策を総合的かつ計画

的に実施するものとする。 

２ 市は、瀬戸市子ども総合計画を改定する場合は、第１３条に規定する

子ども・若者会議を始めとする子どもの意見を聴取する機会を設け、そ

の意見を尊重するものとする。  

（子どもの権利の周知及び学びの支援）  

第１２条  市は、子どもの権利について、子ども及び保護者等に広く周知

するとともに、子ども及び保護者等が子どもの権利を学べるよう支援す

るものとする。  

（子ども・若者会議の設置）  

第１３条  市は、広く子どもの意見を聞き、その意見を尊重するため、子

ども・若者会議を設置する。  

（虐待等に対する取組）  

第１４条  市及び学校等関係者は、関係機関と連携し、子どもへの虐待等
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の早期発見に取り組むものとする。  

２ 市及び学校等関係者は、虐待等を受けた子どもを適切かつ速やかに救

済するため、関係機関と協力して必要な支援を行うものとする。 

３ 市及び学校等関係者は、虐待等を予防するため、必要な取組を実施す

るものとする。  

（子どもの育ちの支援）  

第１５条  市は、子どもが自発的に様々なことを体験し、及び仲間と交流

する場を作る等、豊かな自己を育むことを支援するものとする。 

２ 市及び学校等関係者は、子ども及び保護者がいつでも安心して相談で

きる場を作る等の支援をするものとする。  

（子育て家庭への支援）  

第１６条  市は、保護者が子どもの権利を守りながら安心して子育てがで

き、その責務を果たせるよう必要な支援をするものとする。 

２ 市及び学校等関係者は、特別に支援が必要な家庭及び子どもに対し、

安心して暮らすことのできるよう必要な支援をするものとする。 

第５章 子どもの権利侵害からの救済及び回復  

 （子どもの権利擁護委員の設置）  

第１７条  市は、権利侵害を受けた子どもを適切かつ速やかに救済するた

め、子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」という。）を置く。  

２ 擁護委員は、３人以内とする。  

３ 擁護委員は、人格が優れ、子どもの権利について見識のある者のうち

から市長が委嘱する。  

４ 擁護委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。  

（擁護委員の職務）  

第１８条  擁護委員は、子どもの権利侵害についての相談を受け、及び救



 

１８ 

 

済の申立てを受けた場合は、必要に応じて事実の調査及び調整をするも

のとする。  

２ 擁護委員は、前項の調査及び調整の結果、必要と認めるときは、子ど

もの権利を侵害した者に対し、是正措置を講ずるよう勧告すること又は

制度の改善を要請すること（以下「勧告又は要請」という。）を行うも

のとする。  

３ 擁護委員は、勧告又は要請を行った者に対し、是正措置又は制度の改

善の状況の報告を求めることができる。  

４ 擁護委員は、前項の報告を受け、その内容を救済の申立てをした者に

伝えることができる。  

（擁護委員への協力）  

第１９条  市及び学校等関係者は、前条に規定する擁護委員の職務に協力

するものとする。 

２ 保護者及び地域住民等は、前条に規定する擁護委員の職務に協力する

よう努めるものとする。  

 （勧告又は要請への対応）  

第２０条  市は、擁護委員から勧告又は要請を受けたときは、その対応状

況を擁護委員に報告しなければならない。  

   第６章  雑則  

 （委任）  

第２１条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附  則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

 

（理 由） 



 

１９ 

 

この案を提出するのは、子どもの最善の利益の実現を基本理念とした子

ども総合計画に基づき、「子どもにやさしいまち」の実現のため、子ども

の権利並びに市、保護者、学校等関係者及び地域住民等の責務を明らかに

するとともに、子どもの権利を保障するための支援、子どもの権利侵害か

らの救済及び回復のための施策の基本となる事項等を定めるため必要があ

るからである。  

 



２０ 

 

瀬戸市子どもの権利条例案要綱  

  この条例は、子どもの権利の保障に関し、おおむね次の事項を定めよ

うとするものである。  

第１ 子どもの権利について  

 子どもは、次に掲げる権利が守られなければならないことを規定す

るもの。（第３条から第６条関係）  

１ 安全に安心して生きる権利  

２ 自分らしく生きる権利  

３ 主体的に参加する権利  

４ のびのびと豊かに育つ権利  

第２ 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務について  

   市、保護者及び学校等関係者の責務並びに地域住民等の役割につい

て規定するもの。（第７条から第１０条関係）  

第３ 子どもの権利を保障する支援について  

   市及び学校等関係者は、子どもの権利を保障するため、次に掲げる

支援を行うことを規定するもの。（第１１条から第１６条関係）  

  １  市は、子どもに関する施策の推進、子どもの権利の周知及び学び

の支援並びに子ども・若者会議の設置を行う。 

２  市及び学校等関係者は、虐待等に対する取組、子どもの育ちの支

援及び子育て家庭への支援を行う。 

第４ 子どもの権利侵害からの救済及び回復について  

   権利侵害を受けた子どもを適切かつ速やかに救済することを目的と

した子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」という。）の設置、擁

護委員の職務、擁護委員への協力等について規定するもの。（第１７

条から第２０条関係）  



２１ 

 

第５ その他  

   その他所要の事項を規定し、施行期日を令和４年１０月１日とする

もの。 
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４年市長提出第５２号議案  

   瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

 瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。  

  令和４年８月３０日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条第６項の規

定に基づく仮設建築物の建築許

可申請手数料 

 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７条の３第６項

の規定に基づく興行場等への一

時的な用途変更に係る建築物の

使用許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

住宅の新築

に係る長期

優良住宅建

築等計画の

認定の申請 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

＜省略＞ 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条第５項の規

定に基づく仮設建築物の建築の

許可の申請に対する審査に係る

仮設建築物建築許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７条の３第５項

の規定に基づく興行場等への一

時的な用途変更に係る建築物の

使用許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

住宅の新築

に係るもの 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

＜省略＞ 



２３ 

 

律第８７号

）第５条第

１項から第

３項まで及

び第６項の

規定に基づ

く同条第１

項に規定す

る長期優良

住宅建築等

計画（以下

この表にお

いて「長期

優良住宅建

築等計画」

という。）

等認定申請

手数料 

規定する長

期使用構造

等（以下こ

の表におい

て「長期使

用構造等」

という。）

である旨を

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律（平成

１１年法律

第８１号）

第５条第１

項に規定す

る登録住宅

性能評価機

関（以下こ

の表におい

て「登録住

宅性能評価

機関」とい

う。）が確

認した場合 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

係る長期優

良住宅建築

等計画の認

定の申請 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

長期使用構

造等である

旨を登録住

一戸建て住

宅１戸につ

き１９，１

律第８７号

）第５条第

１項から第

３項までの

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の認定

申請手数料 

規定する長

期使用構造

等である旨

を住宅の品

質確保の促

進等に関す

る法律（平

成１１年法

律第８１号

）第５条第

１項に規定

する登録住

宅性能評価

機関（以下

この部及び

次部におい

て「登録住

宅性能評価

機関」とい

う。）が確

認した場合 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

係るもの 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 



２４ 

 

る法律第５

条第６項に

規定する長

期優良住宅

維持保全計

画（以下こ

の表におい

て「長期優

良住宅維持

保全計画」

という。）

の認定の申

請 

宅性能評価

機関が確認

した場合 

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき２７，

７００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

６戸以上１

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

４１，２０

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が１１

戸以上３０

戸以下のと

きは申請１
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戸につき５

４，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が３１戸

以上５０戸

以下のとき

は申請１戸

につき９３

，０００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が５１戸以

上１００戸

以下のとき

は申請１戸

につき１５

２，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 

 

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が１０１

戸以上２０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

２４４，８

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が２

０１戸以上

３００戸以

下のときは

申請１戸に

つき２９８

，５００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２７ 

 

住宅等の１

棟の総戸数

が３０１戸

以上のとき

は申請１戸

につき３１

７，７００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額とす

る。 

その他の場

合 

一戸建て住

宅１戸につ

き７５，３

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき１６３

，１００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２８ 

 

が６戸以上

１０戸以下

のときは申

請１戸につ

き２５４，

９００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１１戸以上

３０戸以下

のときは申

請１戸につ

き４９３，

５００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

３１戸以上

５０戸以下

のときは申

請１戸につ

き８７５，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２９ 

 

６００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

５１戸以上

１００戸以

下のときは

申請１戸に

つき１，４

９７，９０

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が１０

１戸以上２

００戸以下

のときは申

請１戸につ

き２，７６

２，５００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３０ 

 

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が２０１

戸以上３０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

３，９４２

，７００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が３０１戸

以上のとき

は申請１戸

につき４，

８２７，６

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３１ 

 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画等変更

認定申請手

数料 

住宅の新築

について長

期優良住宅

建築等計画

の認定を受

けた住宅に

係る長期優

良住宅の普

及の促進に

関する法律

第９条第１

項又は第３

項の規定に

よるもの以

外の変更の

認定の申請 

 

 

 

 

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

ついて長期

優良住宅建

築等計画の

認定を受け

た住宅に係

る長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

９条第１項

又は第３項

の規定によ

るもの以外

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

住宅の新築

について長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第５条

第１項に規

定する長期

優良住宅建

築等計画の

認定を受け

た住宅に係

る同法第９

条第１項又

は第３項の

規定による

もの以外の

変更の認定

の申請のも

の 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等である旨

を登録住宅

性能評価機

関が確認し

た場合 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

ついて長期

優良住宅の

普及の促進

に関する法

律第５条第

１項に規定

する長期優

良住宅建築

等計画の認

定を受けた

住宅に係る

同法第９条

第１項又は

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等である旨

を登録住宅

性能評価機

関が確認し

た場合 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 



３２ 

 

の変更の認

定の申請 

 

 

 

長期優良住

宅維持保全

計画の認定

を受けた住

宅に係る変

更の認定の

申請 

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

一戸建て住

宅１戸につ

き５，２０

０円、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が５戸以下

のときは申

請１戸につ

き１０，５

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が６

戸以上１０

戸以下のと

きは申請１

戸につき１

８，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

第３項の規

定によるも

の以外の変

更の認定の

申請のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３ 

 

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が１１戸

以上３０戸

以下のとき

は申請１戸

につき２６

，６００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が３１戸以

上５０戸以

下のときは

申請１戸に

つき４９，

６００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

５１戸以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３４ 

 

１００戸以

下のときは

申請１戸に

つき８５，

３００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１０１戸以

上２００戸

以下のとき

は申請１戸

につき１４

０，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が２０１

戸以上３０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

１７２，９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３５ 

 

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が３

０１戸以上

のときは申

請１戸につ

き１８４，

４００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額とする。 

その他の場

合 

一戸建て住

宅１戸につ

き３３，４

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき７８，

２００円を

同一の建築

物について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３６ 

 

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

６戸以上１

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

１２５，５

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が１

１戸以上３

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

２４６，０

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３７ 

 

等の１棟の

総戸数が３

１戸以上５

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

４４０，９

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が５

１戸以上１

００戸以下

のときは申

請１戸につ

き７５８，

０００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１０１戸以

上２００戸

以下のとき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３８ 

 

は申請１戸

につき１，

３９９，６

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が２

０１戸以上

３００戸以

下のときは

申請１戸に

つき１，９

９５，００

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が３０

１戸以上の

ときは申請

１戸につき

２，４３９

，４００円

を同一の建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３９ 

 

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額とする

。 

＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後

の瀬戸市手数料徴収条例（次項において「新条例」という。）別表中長

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５

条第１項から第３項まで及び第６項の規定に基づく同条第１項に規定す

る長期優良住宅建築等計画（以下この表において「長期優良住宅建築等

計画」という。）等認定申請手数料の項及び長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等変

更認定申請手数料の項の規定は、令和４年１０月１日から施行する。    

（経過措置）  

２ 前項本文を除く新条例の規定は、令和４年１０月１日以後に申請する

ものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例

による。  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一

部改正、長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (平成２０年法律第８７



４０ 

 

号 )の一部改正等に伴い、瀬戸市手数料徴収条例中所要の事項を改正する

ため必要があるからである。  

 



 



４１ 

 

４年市長提出第５３号議案 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、市

道の路線を次のように認定することについて、同条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和４年８月３０日提出 

瀬戸市長 伊 藤 保 德 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

０４１１８ 小空７号線  
小空町２４番８地先 

小空町２７番１０地先 

０４１１９ 小空８号線  
小空町２６番１地先 

小空町２７番２６地先 

１０２６４ みずの坂１５号線  
みずの坂５丁目１６２番２地先  

みずの坂５丁目１６２番６２地先 

１０２６５ みずの坂１６号線  
みずの坂５丁目１６２番５２地先 

みずの坂５丁目１６２番５地先  

１２５７１ 坂上１３号線  
坂上町４１７番１地先 

坂上町３８４番１地先 

１２５７２ 坂上１４号線  
坂上町１７５番１２地先  

坂上町３８４番１地先 

 



 認定路線図  
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起点  

終点  

 

 

小空８号線 

小空７号線 
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 認定路線図  

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

みずの坂１５号線 

みずの坂１６号線 

４
３

 



 認定路線図  
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起点  
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坂上１３号線 
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